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士別市営大和牧場入牧要綱 

 

１．入牧場所     士別市営大和牧場  士別市上士別町大和 

電話番号     ０１６５－２４－２０２９ 

FAX 番号       ０１６５－２４－２０２９ 

２．入牧期間     ５月下旬～１０月下旬 

３．牧野使用料 

 

区分 種      類 
        金   額   （税込） 

市 内 市 外 

放牧料 

乳用

牛 
１日１頭当り 213 円 237 円 

肉用

牛 

生後６ヶ月未満 

１日１頭当り 
83 円 94 円 

生後６ヶ月以上 

１日１頭当り 
178 円 213 円 

捕 獲 料 
授精対象畜、放

牧期間１頭当り 
3,300 円 3,300 円 

※ 放牧料は入牧日の月齢を基準と致します。 
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入牧の諸要領 

 

１．入牧畜の健全な育成に資する為に、入牧前に予防接種及び衛生検査の実施

をお願いします。 

 （１）乳用牛、肉用牛について 

伝染性疾病予防の為、一斉予防ワクチン接種を予定しております。 

ワクチン接種時には、立ち会って頂くよう、ご協力よろしくお願いします。 

○牛ウイルス性下痢-粘膜病２価・牛伝染性鼻気管炎・牛パラインフルエン

ザ・牛 RS ウイルス感染症対策の五種混合不活化ワクチンを２回接種（1

回目は各農場庭先で入牧前約１ヶ月、２回目は入牧時に士別市営大和牧

場で接種）及び土壌菌対策の牛嫌気性菌五種混合ワクチンの接種をお願

いします。 

○内外部寄生虫駆除につきましては、入牧後適宜に士別市営大和牧場にて

２回程度実施を予定しております。 

   

 （２）その他について 

  ○予防接種について日程が決まり次第実施の予定です。 

２．入牧の諸条件（士別市牧野条例施行規則より一部抜粋） 

 （１）入牧後、牧場の草地状況等により放牧期間を短縮することがあり、途

中退牧を願うこともあります。 

 （２）入退牧の受渡し場所は大和牧場内で指定する場所とし、入退牧時の輸

送経費は利用者が負担となります。 

 （３）入牧畜が疾病その他の理由で、放牧地の管理に支障があると認められ

たときは、利用者に必要な指示や、場合によっては退牧してもらう事

があります。 

 （４）牧野利用者注意事項 

イ、家畜伝染病予防法の規定による検査、注射、薬浴又は投薬については 

北ひびき農協の指示に従っていただきます。 

ロ、入牧畜は、原則として農業災害補償法による家畜共済に加入すること。 

  ハ、雄畜は、放牧する相当以前に去勢すること。 
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  ニ、乳用牛は除角が入牧の条件です、又除角後一ヶ月以上経過していなけ

れば入牧を延期させていただく場合があります。爪は必ず削蹄をして

入牧させて下さい。 

  ホ、肉用仔牛は、生後１ヶ月以上であれば入牧出来ます。 

  へ、その他 北ひびき農業協同組合長の指示に従っていただきます。  

 （５）放牧地に放牧した家畜が、盗難若しくは野獣の害を受け、又は疾病そ

の他の事故を生じたときは、牧場の管理に重大な過失があった場合を

除き、北ひびき農協はその責を負わないものとする。 

 （６）予備放牧の実施のお願いについて 

家畜にとりましては、舎飼から放牧へ急激な環境の変化に対応しなけ

ればならない状況になりますので、事故の未然防止の為、群飼い等馴

らし放牧を取り入れられますようお願います。 

 （７）授精済牛で妊娠鑑定が出来る牛は、入牧前に鑑定をして下さい。 

 （８）一斉入退牧の際には、極力立会いをして下さい。 

 

３．士別市公共牧場利用協力会制度について 

  士別市公共牧野における家畜の疾病防止による損耗防止と事故等による損 

失に対して相互扶助を行い、入牧畜の疾病防止と資質の向上を目的とし、 

預託者は負担金を拠出の上当利用協力会の会員になっていただきます。 

主な事業は入牧畜の死亡、廃用、盗難、失踪などの事故に対して一頭当り

3 万円以内の見舞金を給付、入牧牛につきましては一斉予防ワクチン接種に

対して 700 円の助成措置実施のほか、伝染性疾病による多額の防疫費を要

する事態が発生の時は予算の範囲内で拠出等が主な事業の内容となってお

ります。 

負担金の明細につきましては、一頭当り乳用牛及び肉用牛で（仔牛も同額） 

７００円になっておりますので放牧料金支払い時に徴収致します。 

尚、当年度に残余金が発生した場合は翌年度にその残余金を繰越します。 

士別市公共牧場利用協力会の事務局は北ひびき農協酪農畜産部酪農畜産課 

において所管しております。 

４．診療及び授精業務に係る料金について（消費税込みの料金です） 

疾病の治療と授精業務及び妊娠鑑定料につきましては、北海道農業共済組

合道央統括センター上川北支所士別家畜診療所（以降、共済組合）に依頼

し、診療費は共済組合で定められた点数で計算されます。 
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家 畜 診 療 等 料 金 表 （ 単 位 ： 円 ） 

項 目 
疾病傷害共済 

加入畜 

疾病傷害共済 

未加入畜 

人工授精料 

(技術料) 

期限方式 7,700 円 23,100 円 

回数方式 

（1 回毎） 
2,750 円 8,250 円 

妊娠鑑定料 

直腸検査 1,880 円 5,640 円 

超音波検査 2,600 円 7,800 円 

休日加算料 

人工授精 550 円 1,650 円 

診療 1,100 円 3,300 円 

受精卵移植料 

（技術料） 
8,800 円 26,400 円 

 

  料金につきましては、共済組合にお支払い願います。 

  ※妊娠鑑定料は、直腸検査・超音波検査いずれも受胎していた場合のみ、

共済組合より請求されます。 

  ※受精卵移植につきましては、移植器具代が別途で請求されます。 

５．精液選定について 

希望される精液につきましては、共済組合とＪＡ担当者で協議しＴＰＰ 

及び市場価格を勘案し別紙の通り種牡牛を選定の上、精液選定表を作成 

致したところであります。  

つきましては第２希望まで選定の上、記入をされますようお願い致します。 

尚、性判別精液を第１・第２希望の方は予めお知らせ下さい。 

 

６. ２６年度入牧牛より、事前に血液検査（ＢＶＤ―ＭＤ）を受けて頂き 

検査結果が陰性牛のみ入牧可とさせていただいております。     

 

 

以上 

 


